
令和３年３月定例会議

１ 期　　日 令和３年３月２３日（火）　　開会　午後　２時００分

　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午後　３時２０分

２ 場　　所 香取市役所５階　５０４会議室

３ 出席委員 教 育 長　金　子　基　一

教育委員　平　塚　智　子

教育委員　熱　田　　　昇

教育委員　芦　田　優　子

教育委員　伊　藤　博　和

４ 傍聴者 なし

５ 出席職員 教育部長　　　　　　　　　　増　田　正　記

教育総務課長　　　　　　　　篠　塚　和　広

学校教育課長　　　　　　　　岡　野　健一郎

生涯学習課長　　　　　　　　髙　岡　洋　一

生涯学習課副参事　　　　　　椎　名　竜　也

香取市学校給食センター所長　小　倉　律　子

教育総務班長　　　　　　　　木　内　智　子

６ 教育長 開会宣言

７ 会議録署名人の指名 委員　熱田 昇　　委員　芦田　優子

８ 前回会議録の承認 令和３年３月臨時会議事録を承認

　

香取市教育委員会会議録



９ 教育長報告 　２月２６日定例会後から本日までの主な行事について、報告させていただ
きます。議会が開会いたしまして３月３日、４日に一般質問が行われました
が、教育委員会関係ではお二人の議員さんから奨学金制度についてとＧＩＧ
Ａスクール構想について質問がありました。３月は来年度の予算審査特別委
員会も開かれますが、来年度の市全体の予算編成については経常経費のいっ
そうの縮減ということで、コロナ禍における税収減、それから国勢調査があ
りましたが、人口が減少しておりまして交付税の減ということで、全体とし
て歳入減ということになっておりまして、かなり厳しい編成ということにな
りました。

　コロナ禍という特別な状況でございますが、それを鑑みてもかなり厳しい
なと考えております。３月１０日には２回目の津宮小学校と大倉小学校の統
合代表者会議が開かれました。学校名について議論して、そこで代表者会議
を終了する予定でしたが、なかなか議論が分かれてしまいまして１０日では
終わらず、２５日に再度代表者会議を開いて学校名を決めるという予定に
なっております。
　１２日は佐原中学校の卒業式がありまして、出席させていただきました。
それぞれ教育委員の皆さん方も地元の学校に行っていただきましてありがと
うございました。中学校は１２日と１３日で卒業式は終了いたしまして、小
学校については先週末から今週にかけてありまして、一番遅い日程で瑞穂小
学校の２４日でございます。

　

１０ 議決事項

議案第１号 香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱の一部を改正する告示について

教育長 議案第１号「香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱の一部を改正する告示
について」、事務局から提案理由説明をお願いいたします。

学校教育課長 議案第１号「香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱の一部を改正する告
示について」、ご説明させていただきます。

香取市では特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減
するため、就学に必要な経費を援助する特別支援教育就学奨励費制度がござ
います。その内容は香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱に規定してお
り、世帯の収入状況により交付額が定められております。

このたび、収入額需要額調書の内容を一部改正するものでございます。主
な改正点は２点ございます。４頁、５頁の新旧対照表をご覧ください。４頁
の改正後の調書の中ほどの列に、個人別総所得額（給与所得または公的年金
所得の有無）を記載する欄を設けてございます。これは今回の税制法の改正
により所得控除額で引かれる額が１０万円減ったことにより、給与収入が同
じであっても、令和３年度では給与所得が１０万円大きくなります。



そのため、令和３年度では給与所得または公的年金額所得のいずれかがあ
る場合は、１０万円を引いて調書に記入します。こうすることで、令和２年
度までと同様の基準額となります。二つ目といたしまして、一番左側中ほど
の所得控除の中にひとり親又は寡婦控除を記載する欄を新たに設けました。
これはひとり親等の場合はひとり親又は寡婦控除を所得控除に含めるためで
あります。これにより、ひとり親等の控除の対象世帯は、手厚い援助を受け
やすくなります。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第１号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 これは令和２年度と同様の基準額とするために書式を変えたという理解で
よろしいでしょうか。

学校教育課長 一つ目の改正についてはそうです。控除額が１０万円増えたことで、所得額
が１０万円増えてしまうために、１０万円引いて総所得額を算出します。二
つ目の改正は令和２年度より令和３年度の方がひとり親等の方がより手厚い
援助を受けられるようにするためのものです。

教育長 一つ目は令和２年度と同じ収入額でも適用にするため、二つ目はひとり親
等の方へ手厚い援助ができるようにするためということですね。

教育長 議案第１号「香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱の一部を改正する告示
について」、採決させていただきたいと思います。ご賛同いただける方、挙
手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１号は原案のとおり可決しました。

議案第２号 学校歯科医の解職及び委嘱について

教育長 議案第２号「学校歯科医の解職及び委嘱について」、事務局から提案理由説
明をお願いいたします。

　

学校教育課長 議案第２号「学校歯科医の解職及び委嘱について」、ご説明させていただ
きます。

学校歯科医の辞職の申出により解職をし、後任を委嘱するものでございま
す。小見川東小学校の学校歯科医の東郷憲治氏の申出により解職し、香取匝
瑳歯科医師会の推薦を受け、後任として東郷拓也氏を委嘱するものでありま
す。
　説明は以上です。



教育長 それでは、議案第２号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 ありません。

教育長 議案第２号「学校歯科医の解職及び委嘱について」、採決させていただきた
いと思います。ご賛同いただける方、挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第２号は原案のとおり可決しました。

議案第３号 香取市青少年問題協議会委員の任命又は委嘱について

教育長 議案第３号「香取市青少年問題協議会委員の任命又は委嘱について」、事
務局から提案理由説明をお願いいたします。

生涯学習課長 議案第３号「香取市青少年問題協議会委員の任命又は委嘱について」、ご
説明させていただきます。

青少年問題協議会は香取市内の関係行政機関と青少年に関する施策の連絡
調整を図り、その効果的促進や青少年の健全な育成を図ることなどを目的と
して、設置されているものでございます。

本協議会委員は１９名を平成３０年８月１日付で任命等をしております
が、委員に委嘱している役職の人事異動等に伴いまして、提案している３名
を新たに委嘱するものであります。
　任期は残任期間の令和３年７月３１日までとなります。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第３号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 ありません。

教育長 ３名の委嘱ですが、１名ずつではなく、一括で採決させていただいてよろし
いでしょうか。

委員・審議 全員賛成

教育長 それでは、議案第３号「香取市青少年問題協議会委員の任命及び委嘱につい
て」、採決させていただきたいと思います。ご賛同いただける方、挙手をお
願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第３号は原案のとおり可決しました。



議案第４号 香取市子どもの読書活動推進計画（第三次）について

教育長 議案第４号「香取市子どもの読書活動推進計画（第三次）について」、事務
局から提案理由説明をお願いいたします。

生涯学習課長 議案第４号「香取市子どもの読書活動推進計画（第三次）について」、ご
説明させていただきます。

まず、策定の目的ですが、近年情報機器の発展など様々な要因によりまし
て、全国的に子どもの読書離れが顕著になっております。そのような中、子
どもたちに読書活動の推進を図ることを目的としまして、国・県の計画を基
本として、平成２３年に香取市子どもの読書活動推進計画を策定、２８年に
は第二次計画としまして、現在まで各種関連事業を実施してまいりました。
そして今回令和３年３月の第二次計画期間終了を受けまして、今回新たに香
取市子どもの読書活動推進計画（第三次）を策定するものです。

こちらは法的な位置づけとしましては、子どもの読書活動推進に関する法
律におきまして、市町村には子どもの読書活動推進計画の策定が努力義務と
されておりまして、そちらに基づくものでございます。続きまして、計画の
概要でございます。本計画は３章構成となっておりまして、第１章は計画の
策定の経緯と目的、それから計画期間を掲載しております。この計画の期間
につきましては、令和３年度からの５年間とさせていただいております。第
２章は前計画で実施してきた事業の実績を掲載しております。計画書の１０
頁の３に今後の課題といたしまして、乳幼児やその保護者の図書館利用が増
加しておりますが、小学校高学年から高校生の読書離れが顕著な傾向がある
ことから、主に中高生の読書の継続、習慣化につながる事業が必要だという
ことで、課題として挙げております。

　次に第３章の三次計画における取組で、取組施策を３つ挙げております。
施策１は子どもの発達段階に応じた家庭・地域・小中学校の読書活動の取

組の推進、施策２は子どもの読書活動を支える読書環境の整備と連携体制の
継続・強化、施策３は普及・啓発等による子どもの読書活動の推進です。

こちらの施策について、二次計画からの変更点は、まず施策１の中に、子
どもの発達段階に応じた取組ということで、文言を入れております。こちら
は課題にも挙げております、進学するにつれ読書離れを防止する取組につき
ましては、普段から読書習慣のない、児童生徒にいきなり読書を促すこと
は、困難と思われます。したがって、生涯にわたって読書に親しみ、読書を
楽しむ習慣を形成するためには、幼児期から発達段階に応じた読書活動が行
われることが望ましいと考えております。



そのため、これまで取り組んできた乳幼児や児童に対する取組に加えまし
て、新たに中高生に対しまして、読書習慣の継続を促す取組を明記しており
ます。具体的には計画書の１２頁の中段の主な事業等の中の５の中高生を対
象としたおすすめリストの作成ですとか、１３頁上段の中高生を対象とした
図書館サービスの情報発信、１４頁の中ほどの主な例のウ、中高生を対象と
した資料の収集、１５頁の中ほどにあります、電子書籍の導入の検討や中学
校全生徒に向けたブックリストの配布等でございます。

次の変更点は施策２の連携体制の強化です。子どもの読書活動を推進する
ためには、図書館だけでなく、家庭や学校との連携は必須です。特に学校と
の連携を密にしまして、図書館の資料の活用を身近にしてもらうための取組
を掲載しました。

具体的には学校の教職員向けの図書館活用マニュアルの作成および配布、
それから学校へのアンケート調査の実施等に取り組んでまいります。なお、
１１頁を見ていただきますと、施策とは別に令和４年度に予定されておりま
す佐原中央図書館の複合公共施設への移転を機に、施設の充実と官民共同に
よります新たなサービスを展開して、学校との連携を深めたいということで
掲載しております。

次に策定の経過ですが、策定にあたりましては、学校教育課及び子育て支
援課においても所管事業について、検討を行いまして、図書館協議会委員を
兼ねております、社会教育委員会議におきまして、７月と１月にご協議いた
だいたうえで、素案を作成、２月にパブリックコメントを実施しておりま
す。

パブリックコメントにおきまして、寄せされた意見はありませんでした。
本日ご審議いただきまして、決定する流れとなります。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第４号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 中高生を対象とした図書館サービスの情報発信とは、どのような形で行うこ
とを予定していますか。

生涯学習課長 １１月から生涯学習課のＳＮＳでツイッターのアカウントを開設しており
ます。そこで現在も図書館の情報等を発信しておりまして、新しい本の情報
等も挙げておりまして、そちらに中高生を対象とした図書館の情報を発信し
ていこうと考えております。その内容は中高生を対象とした資料の情報です
とか、そういったことを発信していきたいと思います。

委員・質疑 ツイッターについての周知はどうしていますか。

生涯学習課長 ＨＰや広報において周知はしておりますが、なかなかフォロワーは増えてい
ないという状況ではございます。

委員・質疑 学校で先生から周知等はしていただいていますか。

生涯学習課長 そちらはまだ行っていません。



委員・質疑 紙媒体よりも電子データによる情報発信の方が今の時代にあっていると思う
ので、どんどん周知していただきたいと思います。

教育長 忠敬記念館やスポーツなども情報発信の準備はできているようです。もう始
めているのでしたか。

生涯学習課長 順次始めていきます。

教育長 学校等を通じて周知を図っていただければと思います。

教育長 議案第４号「香取市子どもの読書活動推進計画（第三次）について」、採決
させていただきたいと思います。ご賛同いただける方、挙手をお願いいたし
ます。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第５号は原案のとおり可決しました。

議案第５号 香取市教育委員会管理職員等の任免について

教育長 議案第５号「香取市教育委員会管理職員等の任免について」、事務局から提
案理由説明をお願いいたします。

教育総務課長 議案第５号「香取市教育委員会管理職員等の任免について」、ご説明させ
ていただきます。

本日配布の資料をご覧ください。退職については、３月３１日付、異動に
ついては、４月１日付、教育委員会の管理職員等の異動等について同意を求
めるものであります。

まず、一として、教育委員会事務局から市長部局等への異動につきまして
は、３月３１日付退職者が２名、４月１日付市長部局への出向が記載のとお
りでございます。

二としては、市長部局等から教育委員会事務局への異動でございます。４
月１日付で新たに教育委員会に３名異動となります。
　三として、教育委員会事務局内部での異動者が１名でございます。

四として、再任用等職員の異動についてですが、３月３１日付の退職者が
２名、教育委員会事務局内での異動が１名、４月１日付での任命が１名でご
ざいます。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第５号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 市長部局への出向を命ずる（退職）というのは、どういう意味ですか。



教育総務課長 これは３月３１日で退職ですが、これは教育委員会事務局からいったん、市
長部局に戻したうえで、市長から退職辞令をもらうために、こういった表記
になっています。

委員・質疑 教育次長になる方はどちらからの異動ですか。

教育総務課長 財政課です。

教育長 議案第５号「香取市教育委員会管理職員等の任免について」、採決させてい
ただきたいと思います。ご賛同いただける方、挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第５号は原案のとおり可決しました。

報告第１号 令和２年度学校評議員会記録について

教育長 報告第１号「令和２年度学校評議員会記録について」、事務局から提案理由
説明をお願いいたします。

学校教育課長 報告第１号「令和２年度学校評議員会記録について」、ご報告させていた
だきます。
　別冊資料、令和２年度学校評議員会議記録をご覧ください。

令和２年度学校評議員会は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め、計画より開催回数が減少した学校が多く、１回の開催が１２校、２回開
催が１０校、３回開催が１校であり、また、授業参観は毎年ほとんどの学校
で実施されておりましたが、今年度は９校の実施となりました。

会議では学校から示された児童生徒保護者職員等のアンケート結果や、そ
の考察を元に評議員の方からご意見をいただきました。

評議員の方々からは学校の取組についてさまざまなご意見をいただいた
り、今後の対応についてのアドバイスをいただいたりしました。

表紙を開いていただくと、話題や意見の種類別の分類表がございます。最
も多かったのは№１２の学校行事、運動会や修学旅行に対して、１９校で話
し合われました。次に多かったのは、№２の授業の様子、学習全般に関する
内容が１８校でございます。次いで、№１の学校経営についてで１６校、№
１８の健康体力について１３校で話し合われました。その他では新型コロナ
ウイルス感染症の影響や対応に関連した話題や意見が多くなりました。

教育長 ただいまの内容について質問等はありますか。

委員・質疑 記録の仕方について学校でばらつきがあり内容が分わかりづらい学校もある
ように見受けますが、決まり等はないのですか。



学校教育課長 日時、場所、出席者、内容を記載するように決まっておりますが、今後はさ
らに学校と意思統一等を図り、わかりやすい内容になるようにしていきたい
と思います。

委員・質疑 学校評議員記録は一般には公開されないのですか。

学校教育課長 一般公開はしておりません。

委員・質疑 記録に卒業式の歌唱について記載がありますが、卒業式の歌唱について、音
楽を流すだけでなく、卒業生だけでも別撮りしたものを流すなどの対応がで
きたらなと思いましたがいかがですか。

学校教育課長 緊急事態宣言が発令され、感染防止対策のため合唱は行わないということで
市内で統一しておりました。ですので、別撮り等でも合唱を行うことは今年
度はなかなか難しかったと思われます。歌唱に限らず今年度は各校で色々と
工夫をしておりまして、感染症対策と両立しながら、出来る限りの対応を今
後も行っていきたいと思います。

委員・意見 栗源中学校は卒業生のハミング、栗源小学校は呼びかけを一人一人別撮りし
たものを一つにつなげて映像付きで流していました。

委員・質疑 先生方の残業対策で佐原小学校の良い例があるという記載がありますが、こ
れはどのような取り組みですか。

学校教育課長 超過勤務削減の取組について、佐原小学校は管理職が常に呼びかけるなどし
て、特に意識的に行っているということで、そのような記載になっておりま
す。

委員・意見 先生が悩み相談に十分に乗ってくれなかったなどのアンケート結果を載せて
いる学校がありますが、他の学校は良い結果しか載せていないので、悪い結
果も掲載している点は良いと思いました。

委員・質疑 コロナ禍により修学旅行が中止になりましたが、その代替の行事を行ってい
る学校もあれば、一方で何も代替行事を実施しない学校もあるようです。そ
の差はなぜですか。

学校教育課長 小学校については全校で代替の日帰り旅行を実施しております。中学校につ
いては受験がございましたので、受験後の卒業前に代替の日帰り旅行を計画
している学校もありましたが、緊急事態宣言が発令されてしまったために実
施ができなかったということがありました。その場合には違う形で、接触が
ないレク大会などを行っております。

１１ その他 　　

教育長 委員の皆様からなにかありますか。



委員・報告 ありません。

教育長 事務局から何かありますか。

教育総務課長 教育長及び委員の再任について

４月定例教育委員会議について

生涯学習課長 Youtubeでの香取生涯学習課チャンネルの開設と動画配信について

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会３月定例会を閉会いたします。


